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熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領の改訂について（通知） 

このことについて、建設現場における生産性向上を目的として、「熊本県土木部ＩＣＴ活

用工事（土工）試行要領」を制定し、昨年４月から運用を開始したところですが、今回別

添のとおり要領を改訂しましたので通知します。 
なお、この要領は令和２年（２０２０年）４月１日以降の入札公告、指名競争入札通知

又は見積依頼通知から適用します。 
 
【改訂のポイント】 
 第２条（ICT活用工事） 
  ・ICT活用工事の施工条件について、一部活用も認めることとした 

※ただし、一部活用の場合は、下表に示す５つのタイプのいずれかを採用するこ

ととする 

 
 第３条（対象工事） 
  ・原則として、土工量が 1,000m3以上の工事を対象とした 
 
 第９条（ICT活用証明書の交付） 
  ・第２条に規定する施工条件で実施した工事には、実施内容を記載した活用証明書を

交付する旨を追記した 
 
     
 
                                 

 
【土木技術管理課】 
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